
厚生 労働 省 発 雇 児第 ※※ ※ 号

平成 1 4 年 ※ 月 ※ ※ 日

厚生 労 働 省 事 務 次 官

各都道府県知事

各指定都市市長
殿

「 里親 の認 定等 に 関す る省 令 」及 び「里親 の行 う養 育 に 関す る最 低 基 準 」につ い て（案）

標記 につ い て は 、い ずれ も本 日公 布 され 、 平成 1 4 年 1 0 月 1 日か ら施 行 され るこ

ととな っ た が 、 これ らの 主 な 内容 は 下 記 の とお りで あ る の で 、 取 扱 い に 遺 漏 の な い よ

うお 願 い す る。

なお、昭和 6 2 年 1 0 月 3 1 日厚生省発児第 1 3 8 号本職通知 「里親等家庭養育の

運営 につ い て」 は廃止 す る。

この通 知 は 、 地方 自治 法 （昭 和 2 2 年 法律 第 6 7 号 ） 第 2 4 5 号 の 4 第 1 項 の規 定

に基 づ く技 術 的 な 助 言 で あ る こ と を 申 し添 え る。

記

第1 制 定 の趣 旨

里親 制 度 は、保護 者 のな い児 童 又 は保 護者 に監 護 させ る こ とが 不適 当で あ る と

認 め られ る児童 （以 下 「要保 護 児 童 」 とい う。） の養 育 を 里親 に委 託 す る制 度 で

あ り、 昭和 2 3 年 に児 童福 祉 法の施 行 に よ り発 足 した。 当初 、要 録 され て い る里

親 数 は毎 年 増加 した が 、昭和 3 0 年 代後 半 を ピー クに 、そ れ 以後 は漸減 の一途 を

た どっ てい る。 現在 、我 が国 にお け る要保護 児 童 の処 遇 は、 乳児 院 や児 童 養護 施

設 な どの施 設 での 処遇 が大 きな割 合 を 占めてお り、里 親 に委 託 され て い る要保 護
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児童 は、全体の約 6 ％にす ぎない。

しか し、児 童 の発 達 にお いて は 、乳幼 児 期 の愛着 関係 の形成 が極 め て重 要 で 凍

り、 で き る 限 り、 家 庭 的 な 環 境 の 中 で 養 育 され る こ とが 必 要 であ る。 特 に 、虐 窄

など家 庭 で の養 育 に欠 け る児童 を、 暖 かい 愛 情 と正 しい 理解 を持 っ た家 庭 の 中て

養育す る里 親制 度 は極 めて有 意 義 な制 度 で あ り、 そ の拡 充 が求 め られ て い る。

そ こで 、今 般 、 里親 制度 の推進 を図 るた め 、「里 親 の認 定 等 に 関す る省 令 」男

び「里 親 の行 う養 育 に関す る最低 基 準」 を制 定す る こ と と し、里親 制 度 の 大 幅 ろ

改善 を行 う こ と と した 。

第2 里親 の認 定等に関す る省令 について

1 総則

（1） 里親 の認 定等 につ い ては 、 この省 令 に よる こ と。

（2） 里親 の種類

里親 の種類は、養育里親、親族 里親、短期里親及 び専 門里親 とす るこ と。

2 養育里親

（1） 定義

養 育 里 親 は 、保護 者 のない 児童 又 は保 護 者 に 監護 させ る こ とが 不適 当 で あ ぞ

と認 め られ る児 童 （以 下 「要 保護 児 童」 とい う。） を養 育 す る里 親 とす る こ と。

（2） 要件

養 育 里 親 は 、次 に掲 げ る要件 に該 当す る者 とす る こ と。

ア 心 身 と も に 健 全 で あ る こ と。

イ 児童 の養育についての理解及 び熱意並 びに児童 に対す る豊 かな愛情 を有 t

て い る こ と。

ウ 経 済 的 に 困 窮 して い な い こ と。

ェ 子 の養 育 に関 し虐 待 等 の 問題 が ない と認 め られ る こ と。

オ 児 童 福祉 法 法及 び児童 買春 、児童 ポ ル ノに係 る行 為 等 の処罰 及 び 児童 のゼ

護 等 に 関す る法律 の規 定 に よ り、罰金 以 上 の刑 に処せ られ た こ とが ない こ と

（3） 希 望 者 の 申請

ア 養 育里親 希 望者 は 、そ の居住 地 の都 道府 県知 事 （指 定都 市 に あ って は、市

長 とす る。 以 下 同 じ。） に、 次 に掲 げ る事 項 を記 載 した 申請 書 を提 出 しなi「

れ ば な らな い こ と。

（ア）養 育里親希望者 の住所、氏名 、年齢 、性別及び職業

（イ）養 育里親希望者 の同居の家族の氏名 、年齢 、性別及び職業

（ウ）養 育里親希望者及びその同居の家族 の健康状態

（エ ）養 育里親 に な る こ とを希望 す る理 由

イ 前 項 の 申請 書 には 、次 に掲 げ る書類 を添 え な けれ ば な らな い。
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（ア）養育里親希望者及びその同居 の家族の履歴書

（イ）養育里親希望者 の居住す る家屋の平面図

は） 啓 定

ア 都 道 府 県知 事 は 、 申請 書 を受理 した ときは 、 当該 養 育 里親 希 望者 が適 当 で

あ るか ど うか を調 査 して、 速や か に、認 定 を し、又 は しない こ との決 定 を行

わ な けれ ば な ら・な い こ と。

イ 都 道府 県知 事 は、 ア の決 定 を行 った ときは、遅 滞 な く、 そ の 旨 を当該養 育

里親 希望 者 に通 知 しな けれ ばな らない こ と。

（ 5） 認 定 の取 消 し

都 道 府 県知 事 は、養 育 里親 が次 の いず れ か に該 当す るに至 った とき は、 当該

認 定 を 取 り消 す こ と が で き る こ と。

ア 要 件 の い ず れ か に 該 当 し な く な っ た と き。

イ 都 道府 県知 事 にす べ き届 出 をせず 、又 は虚 偽 の届 出 を した とき。

ウ 委 託児 童 の養 育 に 関 し、里親 の養 育 に関す る最低 基 準 の 規 定 に違反 した と

き 。

エ 不 正 な 手 段 に よ り認 定 を受 け た と き 。

オ 委託 児 童 の養育 に関す る都 道府 県 知 事 の指 導 に従 わ な い とき。

カ 養 育里親 か ら認 定 の取 消 しの 申請 が あった とき。

（ 6） 登録

ア 養 育里親 に対す る児童 の委託 は 、養 育 里親 の うち、 登録 を受 けた もの につ

い て 行 う こ と。

イ 都道 府 県知 事 は、養 育 里親 か ら登 録 の 申請 が あっ た とき は、 次 に掲 げ る事

項 を養 育 里親名 簿 に 登録 しなけれ ば な らない。

（ア）登 録番 号 及び 登録 年 月 日

（イ ）住 所 、氏名 、性 別 及 び生年 月 日

（ウ）養 育 里親 の認 定 を行 った年 月 日

（ 7） 登録 の更新

ア 登録 の 有効期 間 は 5 年 で ある こ と。

イ 登録 更 新 の 申請 が あ った場 合 にお い て 、登録 の有 効 期 間 の満 了 の 日ま で に

登録 の更新 が 行 われ ない ときは 、従 前 の登録 は、登 録 の有 効 期 間 の満 了 の 日

後 も登 録 の 更 新 が な され る ま で の 間 は 、 な お 効 力 を 有 す る こ と。

ウ イ の場 合 にお いて 登録 の 更新 が な され た ときは 、そ の登録 の有 効 期 間 は、

従 前 の 登 録 の 有 効 期 間 の 満 了 の 日の 翌 日か ら起 算 す る こ と。

（ 8） 登録 の消 除

都 道府 県 知事 は、次 のいず れ か に該 当 す るときは 、養 育 里親 の登 録 を 消除 し

な け れ ば な らな い こ と。
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ア 登 録 の有効 期 間 が満 了 した とき。

イ 認 定 が 取 り消 され た とき 。

ウ 養 育 里 親 か ら登録 の 消 除 の 申請 が あっ た とき。

（9） 登録事項 の修正

都 道 府 県知 事 は 、 登録 を受 けてい る養 育 里親 につ い て 、認 定 を取 り消 した場

合 や 登 録 を消 除 した場 合 は 、一養 育里 親名 簿 に次 に掲 げ る事項 を 附記 す るこ と。

ア 認 定 を取 り消 した 場 合 に あ って は、 そ の 旨並 び にそ の 理 由及 び 処 分年 月 日

イ 登録 を消 除 した場 合 に あ って は 、そ の 旨並 び にそ の理 由及 び 処分 年 月 日

吐功 都 道府 県知 事へ の届 出

ァ 養 育 里親 は、 登録 を受 けた事 項 につい て変 更 が生 じた とき、 又 は委託 児 童

につ い て事 故 が発 生 した ときは 、遅滞 な く、 これ を都 道 府 県 知 事 に届 け出 な

けれ ば な らな い こ と。

イ 養 育 里親 は、病 気 そ の他 や む を得 ない事 由に よ り当該 委 託 児 童 の養 育 を継

続 す る こ とが 困 難 と な っ た と き は 、 遅 滞 な く、 痙 由 を 付 して そ の 旨 を 都 道 府

県 知 事 に届 け出 な けれ ば な らない こ と。

3 親族里親

（1） 定義

親族 里親 は、次 に掲 げ る要件 を満 たす 要保護 児 童 を養 育す る里 親 とす る こ と。

ア 当該親 族 里親 の三親 等 内の親族 で あ る こ と。

イ 両親その他要保護児童 を現 に監護 す る者が死 亡、行方不明又時拘禁等の状

態 と な っ た こ と に よ り当該 児 童 を養 育 で き な い こ と。

（2） 親族里親 に対す る児童の委託

親 族 里親 に対す る児 童 の委 託 は、親 族 里親 の認 定 を受 けた者 につ い て行 うこ

と 。

（3） 準用

養 育 里 親 にお け る要 件 （「経 済 的 に 困窮 して い ない こ と。」 とい う要件 は、

親 族 里 親 に つい て は適 用 され な い。）、希 望 者 の 申請 、認 定 、認 定 の 取 消 し及

び都 道 府 県知 事 へ の報 告 の規 定 は、親 族 里親 につ いて も準用 され る こ と。

な お 、 申請 につ い て は 、親 族 里親 希 望者 は、 あ らか じめ児童 相 談 所 長 の許 可

を 得 て お く必 要 が あ る こ と。

また 、親 族 里親 につ い て は、児童 の委託 が解 除 され た場 合 に は、 そ の認 定 も

取 り 消 さ れ る も の で あ る こ と 。

4 短期里親

（1） 定義

短 期 里 親 は 、一 年 以 内 の期 間 を定 め て、要保 護 児 童 を養 育 す る里親 とす る こ

と 。

－34－



（2） 準用

養育里親 にお ける要件か ら都道府県知事への報告までの規定は、短期里親に

つ い て も準 用 され る こ と。

5 専門里親

（1） 定義

専門里親 は、二年以内の期 間を定めて、要 保護児童の うち、児童虐待等の行

為 に よ り心 身 に有 事 な影 響 を受 けた児 童 を養 育す る里 親 とす る こ と。

（2） 要件

専 門里親 は、次 に掲 げ る要 件 に該 当す る者 とす る こ と。

ア 次 に掲 げ る要 件 の いずれ か に該 当す るこ と。

（ア） 第八 条 第一 項 の規 定 に よ り養 育 里親 名 簿 に登録 され て い る看 で あ って 、

三 年以 上 の養 育 の経 験 を有す るもので あ るこ と。

（イ）三年以上児童福祉事業に従事 した着 であって、都道府県知事 が適 当と認

め た もの で あ る こ と。

（ウ） 都道 府 県知 事 が （ア） 及 び （イ ） に該 当す る者 と同等 以 上 の能 力 を有 す

る と認 定 し た看 で あ る こ と。

イ 専 門里 親研 修 の課 程 を修 了 した こ と。

なお、専門里親研修 の内容 については、「里親 の認 定等に関す る省令第 1

9 条 第 2 号 の規 定 に基 づ き厚 生 労働 大 臣 が定 め る研 修 」 を参 照 され たい。

り 心 身 と も に 健 全 で あ る こ と。

エ 児童の養育についての理解及び熱意並びに児童 に対す る豊 かな愛情 を有 し

て い る こ と。

オ 委託 され た児 童 の養育 に専念 で き る こ と。

カ 経 済 的 に 困 窮 して い な い こ と。

キ 子 の 養 育 に 関 し虐 待 等 の 問題 を起 こ した こ とが な い こ と。

ク 児童福祉法及び児童買春、児童ポル ノに係 る行為等 の処罰及び児童の保護

等 に関す る法 律 の規 定 に よ り、罰金 以 上 の刑 に処せ られ た こ とが ない こ と。

（3） 準 用

養 育 里親 にお け る希 望者 の 申請 か ら都道 府 県知 事 へ の報 告 まで の規 定 は 、専

門 里 親 に つ い て 準 用 す る こ と。

なお 、専 門里親 希望者 の 申請 は 、専 門里親 研 修修 了後 2 年 以 内 に しな けれ ば

な ら な い こ と。

6 施 行 期 日等

（1） 施行 期 日

この 省 令 は 、 平 成 1 4 年 1 0 月 1 日か ら施 行 す る こ と。

（2） 経過措置

－35－



9 健康管理等

（1） 里親 は、常に委託児童の健康 の状況に注意 し、必要に応 じて健康保持のため

の適 切 な措 置 を採 らな けれ ば な らな い こ と。

（2） 委託児童への食事の提供は、委託児童の栄養 の改善及び健康 の増進 を図る と

と もに、 日常生活 にお け る食 事 につ いて 、正 しい理 解 と望 ま しい習慣 を養 うこ

と を 目的 と して 行 わ な けれ ば な らな い こ と。

1 0 衛生管理

里 親 は、委託児童の使用する食器 その他の設備又 は飲用す る水 について、衛生

的 な管 理 に努 め、又 は衛 生上 必要 な措 置 を請 じな けれ ば な らな い こ と。

1 1 養育計画の遵守

里親 は、児童相談所長 があらか じめ当該里親並び に委託児童及びその保護者 の

意 見 を聴 い て 当該 委 託児 童 ご とに作成 す る養 育計 画 に従 っ て、 当該 委 託 児童 の養

育 を 行 わ な け れ ば な らな い こ と。

1 2 秘密保持

里 親 は、正 当な理 由が な く、そ の業 務 上知 り得 た委託 児 童 又 は そ の家族 の秘 密

を漏 ら して は な ら な い こ と。

1 3 記録 の整備

里親 は、委 託児 童 の養 育 の状 況 に 関す る記 録 を整備 してお か な けれ ば な らない

こ と 。

1 4 苦情へ の対応

（1） 里親は、その行 った養育に関す る委託児童か らの苦情に迅速 かつ適切に対応

す る ため必 要 な措 置 を講 じなけれ ば な らない こ と。

（2） 里 親 は 、 その行 った養 育 に関 し、都 道府 県知 事 か ら指導 又 は助 貫 を受 けた と

きは 、 当該 指 導又 は助 言 に従 って必 要 な改 善 を行 わな けれ ば な らない こ と。

1 5 都道府県知事への報告

里親 は、都 道府 県知事 か らの求 めに応 じ、次 に掲 げ る事 項 に 関 し、定 期 的 に報

告 を行 わ な け れ ば な らな い こ と。

（1） 委託児童 の心身の状況

（2） 委 託 児童 に対す る養 育 の状況

（3） そ の他都 道府 県知事 が必 要 と認 め る事項

1 6 関係 機 関 との連携

里親 は 、委託 児童 の養 育 に 関 し、児童 相 談所 、 当該 委 託児 童 の通 学す る学校 そ

の 他 の 関 係 機 関 と密 接 に 連 携 しな けれ ば な ら な い こ と。

1 7 養 育 す る委託 児童 の人数 の限度

（1） 養育里親 又は短期里親が同時に養 育す る委託児童の人数 は、委託児童 と実子

の 数 を合 計 して 6 人 を 超 え る こ とが で き な い こ と。
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（2） 専 門里親 が 同時 に養 育 す る委託 児 童 の人 数 は 、 2 人 を超 え る こ とが で きな い

こ と 。

1 ＄ 委託児童 を養育す る期 間の限度

（1） 短 期里 親 が委託 児 童 を養 育 す る期 間 は、 1 年 を超 え る こ とがで きない こ と。

（2） 専 門里親 が委託 児 童 を養 育す る期 間 は、 2 年 を超 え る こ とがで きない こ と。

（3卜 都道府 県知事が当該委託児童 、その保護者及び児童相談所長か らの意見を勘

案 して必 要 と認 め る と きは、 1 及 び 2 の期 間 を超 え て、養 育 を継 続 す る こ とが

で き る こ と 。

1 9 再委託 の制 限

里 親 は、 次 の場 合 を除 き、委 託 児童 を他 の者 に委 託 して は な らない こ と。

（1） 都 道府 県 知事 が 、里 親 か らの 申請 に基 づ き、児 童 相談 所 長 と協議 して 、 当該

里 親 の心 身 の状 況 等 に か んが み 、委託 児童 を」 時 的 に他 の者 に委 託す る こ とが

適 当 と認 め る と き。

（2）（1）の ほか 、都 道府 県 知 事 が特 にや む を得 ない事 情 があ る と認 め る とき。

2 0 家庭環境 の調整への協力

専門里親 は、児童相 談所長が児童家庭 支援セ ンター、児童委員 、福祉事務所 等

の関係 機 関 と連携 して行 う委託 児 童 の 家庭環 境 の調 整 に協 力 しな けれ ば な らな い

こ と 。

2 1 最低 基準 は 、平成 1 4 年 1 0 月 1 日か ら施 行 す る こ と。
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雇児 発 第 ※ ※ ※ 号

平成 1 4 年 ※月 ※ ※ 日

厚生 労 働 省 雇 用 均 等・ 児 童 家 庭 局 長

里親制度 の運営 について （案）

各都道府県知事

各指定都市市長
殿

標 記について は、本 日、「里親 の認定等 に関す る省令」（平成 1 4 年厚生 労働省 令

第号）及び 「里親 の行 う養育に関す る最低基準」（平成 1 4 年厚生労働省 令第

号 ） が 、 別 添 の とお り公 布 され た と こ ろ で あ る が 、 これ ら を踏 ま え 、 今 後 の 里

親制 度 の運 営 に 関 し留 意す べ き事項 を下記 の とお り定 めた の で、御 了知 の上 、そ の 取

扱い に遺 漏 の な い よ う努 め られ たい。

この通 知 に伴 い 、昭 和 4 9 年 9 月 1 7 日児 発 第 5 9 6 号 当職 通 知 「短期 里親 の運 営

につ いて」 及 び 昭和 6 2 年 1 0 月 3 1 日児発 第 9 0 1 号 当職 通知 「里親 等 家庭 養 育運

営要 綱 の実施 につ い て 」は廃止 す る。
なお、－この通知 は、地方 自治法 （昭和 2 2 年 法律第 6 7 号）第 2 4 5 号の 4 嶽 1 項

の規 定 に基 づ く技 術 的 な助 言 で あ る。

記

第1 里親制度 の趣 旨

里親 制 度 は、 家庭 で の養 育 に欠 ける児 童 等 に、 そ の人格 の完 全 かつ 調 和 の とれ

た 発 達 の た め の 温 か い 愛 情 と正 しい 理 解 を も っ た 家 庭 を 与 え る こ とに よ り、 愛 着

関係 の形 成 な ど児 童 の健 全 な育成 を図 る もので あ る こ と。
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第2 里親制度 の運営

1 里親 制度 は 、都道府 県知事 （指定都 市市長 を含 む。以 下同 じ。）、児童相 談所

長、福祉事務所長、児童委員及び児童福祉施設 の長 が児童福祉 法 （昭和 2 2 年 法

律第 1 6 4 号）、児童福祉法施行令 （昭和 2 3 年政令第 7 4 号）、児童福祉法施

行規則（昭和 2 3 年厚 生省令第 1 1 号）、「里親の行 う養育に関す る最低基準」（平

成 1 4 年厚生労働省令 第 号。 以下 「最低基準」 とい う。）及び 「里親 の認

定 の手続等 に関す る省令 （平成 1 4 年厚生労働省令第 号）のほか、本通知

に よ り、 そ れ ぞ れ 運 営 し、 関 与 す る も の で あ る こ と。

2 児童福祉法第 3 2 条の規 定に より都道府 県知事か ら児童 を里親 に委託す る権限

の委任 を受 けた児童相談所長 は、必要 と思われ る事項 につき、都道府県知事 に報

告 す る こ と。

3 児童相談所長 は、福祉事務所長、児童委員、児童福祉施設の長 をは じめ、里親

会 そ の他 の民 間 団体 と緊密 に連 絡 を保 ち、里 親制 度 が 円滑 に実施 され る よ うに努

め る こ と 。

4 児 童福 祉施 設 の長 は 、里 親 とパ ー トナ ー と して相 互 に連携 を と り、協 働 して児

童 の健 全 育成 を図 る よ う、里 親 制度 の積 極 的 な運 用 に努 め る こ と。 特 に 、乳児 院

に配置 され て い る個 別 対応 職 員 は、里 親 へ の支援 等 に努 め る こ と。

第3 里親 の認 定等

1 認 定等の共通事項

（1） 里 親 の認 定 を受 け よ うとす る者 （以 下 「里 親 希 望 者 」 とい う。） は 、居 住 地

の都 道府 県 知 事 に対 し、書 面 で、そ の 旨を 申 し出な けれ ば な らな い こ と。

なお 、この書面 に は 、省 令 に規 定 す る事項 を記 載 させ るほ か 、＿必 要 に応 じて、

健康状態を調査す るた めの健康診 断書、経済状態 を確認 させ るための書類 を提

出 さ せ る こ と。

（2） 児童相談所長 は、 申出があった場合には、直 ちに児童福祉 司等を里親希望者

の家庭 に派 遣 し、 又 は福 祉 事 務所 長若 し くは児 童委 員 に調 査 委 嘱 を行 う等 の措

置 を採 り、そ の適否 に つ いて 十分 な調 査 を行 った 上 、そ の適 否 を朗 らかにす る

書 類 を 申 出書 に添付 して、都 道府 県知 事 に送付 す る こ と。

（3） 都道 府 県知 事 は、養 育 里 親 の認 定 を行 うに 当た って は、 里親 希 望 者 の 申出が

あった後速や かに認定 の適否 につ き都道府県児童福祉審議会 （児童福祉法第 8

条 第 2 項 た だ し書 に規 定す る都道 府 県 に あっ ては 、地方 社 会福 祉 審 議 会 とす る。

以 下 同 じ。） の意 見 を聴 く こ と。

なお、 知識 、経験 を有 す る等児童 を適切 に養 育 で きる と認 め られ る者 につ い

て は 、 必 ず し も配 偶 者 が い な くて も 、 里 親 と して認 定 して 差 し支 え な い こ と。
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（4） 1 人 の里親 希 望者 につ い て、 異 な った種 類 の里親 を重 複 して認 定 して も差 し

支 え な い こ と。

（5） 里親が、里親認定を辞退す る場合 は、児童相談所長 を経 て、都道府県知事 に、

遅 滞 な く、 そ の 理 由 を付 して 届 け 出 な けれ ば な らな い こ と。

（6） 都道府 県知事 は、更新 の登録又は再認 定を行 う場合には、児童相談所長に当

該 里 親 の里 親継 続 の意思や 家 庭 状 況等 を調 査 させ た 上 、次 の点 に留意 して行 う

こ と 。

ア 里親継続 の意思がある看 で、家庭調査の結果、最低基準 に規定す る資格要

件 に著 しい 変動 のない もの につ いて は 、更新 の登 録 又 は 再謬 定 を行 い 、都 道

府 県児 童 福祉 審議 会 に は、 その 旨の報告 をす れ ば足 りる こ と。

なお 、資 格要件 に著 しい変動 が あ るな どに よ り、 更新 の登録 又 は再認 定 が

不適 当 で あ る と認 める者 につ いて は 、都 道府 県児童 福 祉 審 議 会 の意 見 を聴 い

て 、 そ の 可 否 を決 定 しな け れ ば な らな い こ と。

イ 更新 の登録 又は再認 定の場合 の申請書の提出等の取扱 いは、事務処理の簡

素 化等 の観 点 か ら、各都 道 府 県 の実 情 に応 じた運 用 を図 られ た い こ と・。

ウ 2 種 類 以 上 の里親 の認 定及 び 登録 を受 けて い る場 合 で あ って、 それ らにつ

い て 更新 の 登録 又 は再認 定 を行 うときは、 それ ぞれ の里 親 につ い て資 格 要件

等 の 調 査 を行 う必 要 が あ る こ と。

2 養育里親 の認 定等

養 育 里親 の要 件 と しては 、「心身 と もに健 全 で あ る こ と」 が 要求 され るが （里

親 の認 定等 に関 す る省 令第 4 条第 1 号）、 この 「心身 と もに健 全 で あ る」 とは、

児童 の養 育 に必要 な 「健全 」 さで あ り、障害や 疾 柄 を有 して い て も、児 童 の養 育

に差 し支 え な けれ ば、 この要件 を満 たす こ と。

3 親族里親の認 定等

（1） 親 族里 親 は 、委託 児童 との 間 に 3 親 等以 内 の親族 関係 が 存在 す る こ とが必 要

で あ るが 、 この事実 は、戸籍謄 本 に よって確 認 され た い こ と。

（2） 親族 里 親 に つ いて は、児童 の委託 が解 除 され た とき には 、 その認 定 を取 り消

す こ と。 この場 合 に は、都 道府 県児 童審議 会 の意 見 を聴 く必 要 はな い こ と。

第4 里親への委託等

1 委託等の共通事項

（1） 都道府県知事 の役割

ア 都道府県知事は、児童福祉法第 2 7 条第 1 項第 3 号の措置又は措置の変更

を しよ うとす る ときは、児 童 相 談所長 、児 童 福祉 施 設 の長 、児童 又 は そ の保

護者 の意 見 を十分 聴 き、里親 制 度 の活用 を図 る よ うに努 め る こ と。

イ 都道 府 県 知事 は 、里親 に児 童 を委託 す る場合 、里親 と委 託 す る児童 との適
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合 等 が極 めて一重 要 なの で 、児童 の アセ ス メ ン トや 里親 と児 童 の調整 を十 分 に

した上 で 、当該 児童 に最 も適合 す る里 親 に委 託す る よ うに努 め るこ と。特 に、

そ の児 童 が これ まで 育 ん で きた 人的 関係 や 育 った 環境 な どの連 続性 を大切 に

し、 可能 な限 り、そ の 連 続性 が保 障‾で き る里親 に委託 す る よ う努 め るこ と。

ウ 都道府 県知事は、里親養育にお ける不調は委託児童 に心理的な傷 を与 える

一危 険 が あ るので 、地 域 の 関係 機 関な ど と連 携 を図 り、支 援 体制 を確 立 して か

ら委 託 す る こ と。

ェ 虚弱 な児童 、身体障害の児童 、知的障害の児童等 を里親 に委託す る場合 に

は、知 識 、経 験 を有 す る等 それ らの児 童 を適 切 に養 育 で きる と認 め られ る里

親 に委 託 す る こ と。

オ 都道府県知事 は、児童 を里親 に委託す る場合 、児童福祉法施行令 （昭和 2

3 年政令第 7 4 号）第 9 条 の 6 の規定に基づ き、児童福祉 司等の中か ら 1 人

を職名 して当該 里親 の簡単 をさせ る ヒヒもに 、必要 に応 じて 、風量穐祉駄篤

2 7 条第 1 項第 2 号の規 定に基づ き、児童委員 に、児童福祉 司等 と協力 して、

当該 里親 の指 導 を させ る こ と。

カ 都道府 県知事ば、児童 を男顔 に委託する場 合、貞男 に対 し、養 育上必要な

事項及び指導 を担 当す る児童福祉 司、児童委員等 （以下 「指導担 当者」 とい

う。） の名 前 を記 載 した 書類 を、児童 相 談 所 を経 て 交付 す る こ と。

キ 都 道 府 県知 事 は、里 親 に委託 され てい る児 童 の保 護 が よ り適 切 に行 われ る

と認 め られ る場 合 には 、児 童 に通所 施 設 の 指導 訓 練 を受 け させ る こ とが で き

る こ と 。

ク 都道 府 県 知事 は、 現 に児 童 を養 育 してい る里 親 に更 に他 の児 童 の養 育 を委

託 す る場 合 には 、指導 担 当者 等 の意 見 を聴 いて 、児 童 を委 託す るこ と。

ケ 都 道府 県知事 は 、児童 が兄 弟姉 妹 で あ る等必 要 と認 め られ る場合 には、 同

時 の措 置 に よっ て 、 1 の 里親 に対 して 2 人 以 上の児 童 を委託 して差 し支 えな

い こ と。

コ 里親 に委 託 され た児 童 につ い て、 家庭 復 帰 、養 子縁 組 若 しくは社 会 的 自立

等 に よ り里親 委託 が必 要 で な く、な った場 合 又 は里親 委 託 を継 続 し難 い事 由が

発生 した場合 、都道府県知事は、児童相談所長 の意見を聴いて、里親委託を

解 除す る こ と。この 場合 、児童福 祉 の観 点 か ら、慎 重 に審 査 の上 で行 うこ と。

（ 2） 児童相談所長の役割

ア 児童 相 談所 長 は 、児 童 福祉 法等 の規 定 に よ り通 告若 し くは送 敦 され た児童

又 は相 談 の あっ た児 童 につ き、必 要 な調 査 、判 定 を行 っ た結果 、そ の児 童 を

里親 に委託 す る こ とが 適 当で あ る と認 め た場合 、 これ を都 道 府 県 知 事 に報告

す る こ と。

イ 児童 相 談所 長 は 、絶 えず児 童福 祉施 設 と密接 な連 絡 を と り、 その 実情 に精
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通 す る と ともに、 当該 施 設 にお いて入 所 保護 を受 けてい る児 童 の うち里親 委

託 を適 当 とす る児 童 が い た場合 には 、そ の児 童 につ き必 要 な調 査 、判 定 を行

い 、措 置 を行 っ た都 道府 県知 事 に報 告す る こ と。

ウ 里親 に乳児又 は幼児 を委託す る場合には、児童相談所 長は、保護者 に対 し、

母 子健 康 手 帳 を里親 に渡 す よ う指導 す る こ と。 また 、児 童 又 は児童 の保 護 者

が母 子 健 康 手帳 の交付 を受 け てい ない場 合 は 、里親 に対 し、 交 付 を受 け る よ

う指 導 す る こ と。

2 養育里親への委託

養 子 縁組 を希 望す る養 育 里親 に対 して 児童 を委 託す る際 に は、 当該 養 育里親 と

永 続 的 な 関係 性 を築－くこ とが 当該委 託 児童 に とって最 善 の利 益 とな るよ うに配 慮

す る こ と 。

3 親族里親への委託

（1） 親族 里親 へ の委託 は、児 童 の 両親 が死 亡 、行方 不 明、拘 禁 等 に よ り物 理 的 に

当該 児 童 の養 育 が 不可 能 な場合 を原則 と し、児童 の実親 が 現 に存 在 してい る場

合 に は、 実親 に よ る養 育 の可能 性 を十 分 に検討 し、真 にや む を得 ない場合 に の

み 、親 族里 親 へ の委託 を行 うこ と。

（2） 里親 希 望者 と 3 親 等以 内の親 族 関係 に ある児 童 に つい て は、 ま ず親 族里 親 と

して の 委 託 を検 討 す る こ と。

4 短期里親へ の委託

（1） 短期里親 に委託す る場合 には、児童の生活環境の変化 を最小 限に抑 える観 点

か ら、児 童 相 談所 長 に必 要 な調 査 を させ た上 、で き るだ け 当該 児 童 の保 護者 の

居 住 地 の近 くに居 住す る短 期里 親 に委 託 す る こ とが望 ま しい こ と。

（2） 短 期 里親 に児童 を委 託 す る場合 、 緊急 を要す るケー ス が予 想 され るので 、児

童 委 員 、社 会 福祉 主事 等 か ら児童 相 談所 長へ の電 話 連絡 等 に よ る仮委 託 と して

処 理 す るな ど、弾 力的 な運 用 に配慮 す る こ と。

なお 、 この仮委 託 を行 っ た場 合 には 、児童 相談所 長 は、 仮 委託 後速 や か に児

童 の状況 、 保護者 の状況 等 を調 査 し、短期 里親 へ の正 式 な 委託 の措 置 に切 り替

え る こ と 。

（3） 短 期 里 親 へ の 委 託 の 期 間 は 、 1 年 を超 え る こ とが で き な い こ と。

都 道 府 県 知事 は 、必要 が あ る と認 め る ときは 、委 託 児童 や 委 託 児 童 の保護 者 、

児 童相 談所 長 の意 見 を聴 い て、 1 年 を超 えて委託 を継 続 す るこ とが で き るが 、

この継 続期 間 が相 当程 度長 期 化す る よ うな場 合 には 、短 期 里 親 へ の委 託 で は十

分 で は ない様 々な事情 が存在 す る と考 え られ るので 、都 道 府 県 児 童福 祉審 議 会

の意 見 を聴 い た上 、養 育里 親へ の委 託 の措置 に変 更 され た い こ と。

（4 ） 委託 の措 置 理 由が消滅 した と考 え られ る時 期 には 、児 童 福祉 司 に保護 者 等 を

訪 問 させ るな ど して実情 の把握 を させ るな ど、委託 の解 除 等措 置 の 円滑 な実施
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に 努 め る こ と。

（5） 家 庭 的 生活 を体 験 す る こ とが 望 ま しい児 童 福祉 施 設 入所 児 童 を預 か る場 合 の

よ うに、 夏休 みや 週 末 を利 用 して 、短期 間 の委託 を断続 的 に受 け る里親 も短 期

里 親 に含 ま れ るの で、積 極 的 な運 用 を 図 られ たい こ と。

5 専門里親への委託

（1） 専門里親 へ委託す るこ とが適 当な児童 の判断については、当該児童が虐待等

の行為 によ り受けた心身への有害な影響 の程度等を見極 め、児童相談所が慎重

に行 うこ と。 な お 、 心身 へ の有 害 な影 響 の程 度 が大 きい児 童 につ い ては 、専 門

里親 に委 託 す る こ とは適 切 では ない こ と。

（2） 委託 児 童 は、 心 身 に有 害 な影 響 を受 けた こ とが原 因で 、様 々な行 動上 の 閉居

を起 こす場 合 が あ る。この よ うな場 合 、児童 相 談所 は 、関係 機 関 の協 力 を得 て 、

委 託 児 童 と専 門里 親 との 間 を十 分 に調 整 した 上 で委 託 を行 い 、そ の 後 の フ ォ ロ

ー ア ップ に 努 め る こ と。

（3） 児童 が健 全 に発 達 す るた めに必 要 とな る愛 着 関係 な どの 関係 性 を形成 して い

く観 点 か ら、 専 門里掛 こ委 託す る児童 は 、幼 児 な どで き るだ け年 齢 の低 い児童

が 望 ま しい こ と。

（4 ） 専 門 里親 に 2 人 目の児童 を委託 す る場 合 には 、 1 人 目の児童 が十 分安 定 し 2

人 目の 児童 の委託 につ い て納 得 してい るか、 又 は 1 人 目の児 童 に●っ い て家 庭 復

帰 のた めの準備 や 調 整 が本 格 的 に は じま った 時期 が望 ま しい こ と。

第5 里親 が行 う児 童 の養 育

1 里親 が行 う児 童 の養 育 は 、児 童福 祉 法等 の規 定 に基 づ き、 誠 実 に行 うこ と。

2 都 道府 県知 事 は 、委 託児 童 に対 して適 切 な社 会 的 な養 育 を行 うた め、必 要 に応

じて、児童相談所 、里親 、児童委員、児童福祉施設、福祉事務所な どによる養育

チ ー ム を編 成 し、会 議 を開催 す るな ど、児童 の養 育 につ い て 協議 し、 里親 の行 う

児童 の養 育の 向上 を 図 る こ と。

3 児童 相 談所 長 は、養 育 計 画 を里親 に提示 す るに 当た っ ては 、里 親 に対 し、委託

児 童 の養 育 に お い て 当該 里 親 が 果 た す べ き役 割 につ い て鋭 明 しな けれ ば な らな

い 。

4 里親 は、児 童 に対 して、夷 親 の こ と等適切 な情 報提 供 を適 切 な時期 に行 うこ と。

そ の際 は 、児 童 相 談 所 と十分 な連 携 を図 る こ と。

5 里親 は 、児童 の養 育 につ い て研 修や 助言 を受 け、又 は 自己評価 を行 うな どに よ

り養 育 の 質 の 向 上 に 努 め る こ と。

6 里 親 は、児 童 と保 護 者 との通信 、 面会 、 －時 帰 宅等 につ い て は、児 童相 談所 と

と協 議 の上 、児童 の最 善 の利 益 にか な う方 法 で行 うこ と。

7 里親 は、児 童 の養 育 に関 して 問題 が生 じ又 は生 じるお それ が あ る場 合及 び児 童
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の養育についての疑問や悩み は、 1 人で抱 え込まず、速やかに指導担 当者 に連絡

す る と と もに、児 童相 談所等 の公 的機 関又 は 民間 団体 に相 談 を行 い 、児 童 が健 全

に 育 成 され る よ う努 め る こ と。

8 養育里親 、親族里親及び短期里親 は、児童の養育 について、適宜記録 をつ ける

こ と 。

専 門里親 は 、要 約的 な記 録 をつ け、必 要 な場 合 には 、叙述 的 な記 録 をつ け る こ

と 。

第6 里親等へ の指導

1 都 道府 県知 事 は、里 親 に対 し、指 導担 当者 を定期 的 に訪 問 させ る な どに よ り、

児 童 の養 育 につ い て必要 な指 導 を行 うこ と。

2 児 童相 談 所長 は 、里親 へ の指導 に 関 して、指 導担 当者 に必 要 な助 言 を行 うこ と。

3 指 導担 当者 は 、訪 問等 に よ り里 親 に対 し指 導 した事 項 を児童 相 談 所長 に報 告 し、

必 要 が あれ ば、都 道府 県知事 に報 告 す るこ と。

4 指 導担 当者 は、児 童 の養 育 に関 して必要 な指導 を行 っ たに もか か わ らず 、 里親

が この指導 に従わない場合は、児童相談所長 を経て、都道府県知事 に意見 を添え

て 報 告 す る こ と。

5 児童相談所長は、連絡先の教示 な ど児童が児童相談所 に相談 しやすい体制 の整

備 に努 め る こ と。

6 都道 府 県 知 事 は 、指導 担 当者 に定 期 的 に児 童 の保護 者 と連 絡 させ る な ど、児 童

の 家 庭 復 帰 が 円 滑 に行 われ る よ う努 め る こ と。

第7 里親への支援

1 里親 が行 う児童 の養 育 は、個人 的 な養 育 で はな く、社 会 的 な養 育 で あ るの で、

都 道府 県 知 事や 児 童相 談所 長 は、児 童 の養 育 のす べ て を里親 に委 ね て しま うので

は な く、 必 要 な社 会資源 を利 用 しな が ら、 里親 が行 う養 育 を支援 す る こ と。

2 都道 府 県 知事 は 、里 親 か らの相 談 に対応 で き る体制 の整備 に努 め、 里親 か ら相

談 や支 援 を求 め られ た場合 、速 や か に適 切 な対応 を図 る こ と。

3 都道府県知事は、里親か ら都道府 県知事 による再委託 の措置 （－時的な休息の

た めの援 助 の措 置 ） の 申出が あった場 合 、又 は里親 の精 神 的・ 肉体 的疲 労 度 等 か

ら都道 府 県 知事 に よる再 委託 の措 置 （－ 時的 な休 息 の た めの援 助 の措 置 ） を必要

と判 断 した場 合 に は、児童 の養 育 に配慮 し、速や か に適 切 な対応 を 図 る こ と。

4 都道 府 県 知事 に よる再 委託 の措置 （－時 的 な休 息 のた めの援 助 の措 置 ） を受 け

よ う とす る 里 親 は 、 こ の 措 置 に よ り児 童 が 心 理 的 に 傷 つ か な い よ う、 こ の 措 置 に

よ り児 童 が 委託 され る里親 や 児童 福祉 施設 との 間で 、 良好 な 関係 を築 く よ う努 め

る こ と 。
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第8 里親への研修

里親への研修 については、専門里親 の研修 については 「里親の認定等に関す る

省令第 1 9 粂第 2 号の規定に基づ き厚生労働大 臣が定 める研修」において研修科

目等 に つい て 規 定 した とこ ろで あ るが 、専 門里 親研 修 の詳 細 及 び他 の里親 へ の研

修 につ い て は、別 途 通知 で 定 め る こ と。

第9 里親制度 の普及

1 都道府県知事 は、 自ら又 は児童相談所長、福祉事務所長、児童委員 、民間団体

等 を通 じて、里親希望者及び N P O 等の里親制度支援者 に対 し情報提供、広報活

動 を行 うこ とは もち ろん 、 民 間団 体等 と協 力 して広報 等 の活動 を積 極 的 に行 うこ

とに よ り、里 親 希望 者 や里 親 制 度 支援 者 の 開発 に積極 的 に努 め る と ともに、里 親

制 度 に対 す る 一 般 の 理 解 と協 力 を 高 め る よ うに 努 め る こ と。

2 都道府 県知事 は、児童 を養 育 し難い保護者や児童の養育 を希望す る者 が、児童

相 談 所 等 に相 談 に来 る よ う啓 発 に努 め る こ と。

第1 0 都道府県間の連絡

1 都 道府 県 知事 は 、他 の都 道府 県 に居 住す る里親 に児 童 を委 託 しよ うとす る場 合

に は、 当該 他 の都 道府 県知 事 に、．当該 児童 に関す る必 要 な書 類 を送 付 して 、そ の

児 童 に適 合 す る里親 の あ っせ ん を依頼 す る こ と。

依 頼 を受 けた都 道府 県知 事 は、．適 当 な里 親 を選 定 し、 そ の里親 に 関す る必 要 な

書類 を依頼 した都 道府 県 知 事 に送 付 し、里親 にそ の 旨を通 知す る こ と。

書 類 の送 付 を受 けた都 道 府 県 知 事 は、適 当 と認 め る場 合 に は、 そ の書類 に基 づ

い て 、里親 へ の 児童 の委 託 を行 うこ と。

2 都道府県知事 は、都道府 県内に居住す る里親 に委託す る適 当な児童がいない場
■

合 に は 、里親 に関す る必 要 な書類 を他 の都 道 府 県知 事 に送 付す る こ とが望 ま しい 。

この場 合 、里 親 にその 旨を通 知 す るこ と。

書類 の送 付 を受 けた都 道府 県知 事 が、 そ の里親 に対 し児 童 を委 託 しよ う とす る

場合 は 、そ の書 類 に基 づ い て これ を行 うこ と。

3 都 道 府 県 知事 は、児 童 を委託 した里 親 が 当該都 道府 県 内 に居住 して い ない者 で

あ る場 合 又 は他 の都 道府 県 に住 所 の移 転 を行 った場合 に は、関係 書類 を送 付 して 、

当該 里親 の居 住 地 の都 道府 県知 事 にそ の指 導 を依 頼す る と と もに、 当該 里親 にそ

の 旨 を告 げ る こ と。 この場 合 、 当該里 親 は、 居住 地 の都 道 府 県知 事 の指 導 監督 に

服 す る もの と し、各 種 の 申出又 は 届 出は 、居住 地 の都 道 府 県知 事 に行 うこ と。

4 1 か ら 3 の場 合 には 、委 託 元 の都道 府 県 の児童 相談 所長 と委託 先 の都 道 府 県 の

児 童 相 談所長 の双 方 が連絡 を密 に し、児 童 の養 育 に支 障の な い よ う留 意 す る こ と。

一4 6 －



5 1 か ら 3 の場合には、委託元 の都道府県の児童相談所長 は、委託 された児童の

保 護 者 に、 当該児 童 の養 育 の状況 を報 告す る こ と。

6 指導 を依頼 された都道府 県知事が里親委託の措置に影響 を及ぼす と認 める事実

を知 った場 合 に は 、直 ちに 、児 童 を委 託 した都 道府 県知 事 にそ の 旨を連 絡 す る こ

と 。

第1 1 費 用

児童福祉法第 2 7 条第 1 項第 3 号の規定 によ り児童 を里親 に委託 した場合の措

置 に要す る費用については、平成 1 1 年 4 月 3 0 日厚生省発児第 8 6 号厚生事務

次官通知 「児童福祉法 による児童 入所施設措置費等 国庫負担金について」 による

こ と 。

なお、第 4 の 4（5）によ り児童福祉施設入所児童 を短期里親に委託 した場合 の費

用 の負 担 につ い て は、当該 短期 里 親 と当該児 童福 祉施 設 の長 との協議 に よる こ と。
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